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第７次舞鶴市総合計画・前期実行計画の点検評価結果について 

 

 第７次舞鶴市総合計画・前期実行計画の点検評価を実施しましたので、別紙

により、その結果を報告します。 

 

  



 

福祉健康委員会における点検評価の結果 

（委員会としての意見） 

 

１ 市民の健康づくりを支援する人材の育成 

［第１編 第２章 第４節 第１項 １－③］ 

 

２ 活動的な生活を促す都市環境の整備 

［第１編 第２章 第４節 第１項 ２－①］ 

 

３ 全ての市民に健康情報を届ける仕組みづくり 

［第１編 第２章 第４節 第１項 ２－④］ 

 

４ 保健・医療・福祉サービスの連携 

［第１編 第２章 第５節 第１項 １－①］ 

 講座や研修会の開催を通じて、人材育成を図る取組を概ね計画どおりに進

められている。 

サロンｄｅすとれっちフェスタ２０１９など、他団体との交流ができる取

組が、各団体指導者の意欲の醸成につながっていることから高く評価する。 

今後は、健康づくり・介護予防の継続支援のため重要な役割を果たす運動

指導者の新規養成にも取り組まれたい。 

 城下町文化を生かした周遊性のあるまちづくりの取組が概ね計画どおり

に進められている。 

今後も、健康づくりの観点から、歴史のみちを中心に他の９路線に係る遊

歩道の整備や除草などについても、計画的な維持管理に努められたい。 

市と民間企業・団体の連携において、２０団体の参画のもと「まいづる健

やかプロジェクト」を実施されるとともに、健康情報等の周知を配信される

など、概ね計画どおりに進められている。 

今後はさらに、高齢者など情報弱者への健康情報の周知についても、その

手法を検討し、広く健康情報が発信できるよう、その強化に努められたい。 

在宅療養・看護と病院をつなぐサービス提供に取り組まれており、また、

民生児童委員の業務実績などからみて、関係機関との連携を含め、概ね計画

どおりに進められている。 

今後も、現行調整組織に地域の団体も含め、地域住民とも一体となった保

健・医療・福祉サービスの連携を図られたい。 

別紙 



 

５ 地域包括ケアシステムの充実 

［第１編 第２章 第５節 第２項 １－①］ 

 

６ 地域福祉拠点の整備 

［第１編 第２章 第５節 第２項 １－②］ 

 

７ 介護サービスの充実 

［第１編 第２章 第５節 第２項 ２－③］ 

 

８ 障害のある人の雇用・就労に向けた支援の充実 

［第１編 第２章 第５節 第２項 ３－②］ 

 

９ 合理的配慮・コミュニケーション支援の充実 

［第１編 第２章 第５節 第２項 ３－③］ 

 

 

 

  

地域包括支援センターの認知度が高まり、相談体制が整えられ、医療・介

護等関係機関の連携も進むなど、概ね計画どおりに進められている。 

地域づくりサロンや初期認知症対応型カフェ推進事業において、高齢者や

多世代の交流が図られており、概ね計画どおりに進められている。 

取組状況に記載されている事項が、第 7 期高齢者福祉計画等に基づき、順

調に実施されていることから、概ね計画どおりに進められている。 

令和元年度の市内障害者雇用の事業者数及び雇用者数における実績値の

累計が数値目標を上回っていることから、取組が着実に進められていること

を評価する。 

手話奉仕員養成講座入門課程修了生の実績値について、令和元年度の目標

値を下回っていることは、コロナ禍においてはやむを得ないが、取組内容と

して記載されているコミュニケーション支援に係る実施事業を着実に実施

されていることから、概ね計画どおりに進められている。 

今後、さらに、関係機関と調整して、利用施設の環境整備も含めた支援の

充実を図られたい。 



 

第７次舞鶴市総合計画・前期実行計画の点検評価項目 

 

【福祉健康委員会】 

編・章・節 点 検 評 価 項 目 

１・２・４ 

 

 

 

第１項 全ての市民が健康に暮らすためのまちづくりの推進 

 １ 社会全体で市民の健康づくりを支援する環境整備 

 ③ 市民の健康づくりを支援する人材の育成 

２ 知らず知らず健康になるまちづくりの推進 

 ① 活動的な生活を促す都市環境の整備 

 ④ 全ての市民に健康情報を届ける仕組みづくり  

１・２・５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 新たな時代に対応した福祉サービスの提供  

 １ 総合的なサービス提供体制の構築  

 ① 保健・医療・福祉サービスの連携 

第２項 高齢者や障害のある人が安心して生活することがで

きる環境づくり 

 １ 高齢者の自立と生活支援サービスの充実 

  ① 地域包括ケアシステムの充実 

 ② 地域福祉拠点の整備 

 ２ 高齢者と家族を支えるサービスの充実 

  ③ 介護サービスの充実 

３ 障害のある人の自立と生活支援サービスの充実 

 ② 障害のある人の雇用・就労に向けた支援の充実 

 ③ 合理的配慮・コミュニケーション支援の充実  

 

 

参考 


